
令和７年度
改正のポイント

多面的機能支払交付金

令和７年４月

活動組織、広域活動組織向け



交付金の加算措置を拡充します

※ 広域活動組織に複数の集落をまたいで共同活動を行う班

項目 交付単価

環境負荷低減の
取組への支援

化学肥料と化学合成農薬を
原則５割以上低減する取組と
併せて環境負荷軽減に取り組む
面積が増加する場合

長期中干し 800
冬期湛水 4,000
夏期湛水 8,000
中干し延期 3,000

江の設置等
作溝実施 4,000
作溝未実施 3,000

環境負荷低減の取組を促進するため、これまで環境保全型農業直接支払交付金

において支援してきた長期中干し等の水管理を伴う取組への支援については、

地域でまとまりをもって取り組むことで効率的かつ効果的に推進されることが期待

できることから、令和７年度からは資源向上支払の加算措置(みどり加算)として

支援します。

(２) 環境負荷低減の取組への支援

広域活動組織の設立と活動支援班 の設置を併せて実施した広域活動

組織に対し、40万円/組織を加算します。

(１) 組織の体制強化への支援

(円/10a)

【活動支援班による支援体制のイメージ】

広域組織

集
落
③

【活動支援班】
土地改良区OB、建設業者OB 等

※

集
落
⑤

集
落
①

長寿命化、
草刈り等支援

長寿命化、
草刈り等支援

地球温暖化防止や
生物多様性保全に貢献

冬期湛水 江の設置長期中干し

＋
化学肥料と化学合成農薬を原則５割以上低減する取組

等

【加算措置】

構成員が活動支援班
メンバーとして参加

構成員が活動支援班
メンバーとして参加

活 動 困 難

集
落
②

活 動 困 難

集
落
④



増進加算の対象活動を追加します

※ 令和６年度に資源向上支払活動(長寿命化)を行っている場合、
同年度を含む活動期間中は、交付単価に係る経過措置が適用されます。

限られた予算の中でより多くの長寿命化対策を進めるため、活動組織

の規模に関わらず、直営施工を実施する場合において、資源向上支払

(長寿命化)の基本単価を適用することとします。(直営施工を実施しない

場合は、資源向上支払(長寿命化)の基本単価に 5/6を乗じます。 )

多面的機能の更なる増進への支援項目の追加

加算対象活動に「広域活動組織における活動支援班による活動の実施」、

「水管理を通じた環境負荷低減活動の強化」の項目を追加します。

資源向上支払(長寿命化)の交付単価を見直します

a：遊休農地の有効活用 b：鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の強化

c：地域住民による直営施工 d：防災・減災力の強化

e：農村環境保全活動の幅広い展開 f  : やすらぎ・福祉及び教育機能の活用

g：農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化 ｉ：広域活動組織における活動支援班による活動
の実施 【R7追加】

h：水管理を通じた環境負荷低減活動の強化
【R7追加】

ｊ：a～ｉのほか、都道府県が実施要綱に基づく基本方針において対象活動とすることとした活動

ｋ：広報活動・農的関係人口の拡大

【増進加算の対象活動】

※

環境負荷低減のクロスコンプライアンス(みどりチェック)が

事業要件になります

令和７年度から、全ての活動組織が「環境負荷低減の
チェックシート」に取り組む内容を記入して市町村に提出
する必要があります。

みどりチェックの詳細はパンフレットをご覧ください。

資源向上支払(長寿命化)の基本単価を適用する要件の変更

チェックシート方式により、環境負荷低減の取組の実践を要件化

直営施工の取組事例については、パンフレットをご覧ください。



○活動計画の記入欄の簡素化

活動ごとに実施予定月の記入が必要

実施予定の有無のみの記入に変更

　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

25　水路の機能診断

26　農道の機能診断施
設
の
軽

28　年度活動計画の策定

　

　

　

27　ため池の機能診断
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24　農用地の機能診断

　

活動区分

　

　

　

　

毎年度の実施時期
活動項目

　

　

　

　

　

24　農用地の機能診断

25　水路の機能診断

26　農道の機能診断

27　ため池の機能診断

28　年度活動計画の策定

　

　

　

　

　

施
設
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能
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計画

　

　

活動区分 活動項目

改正後

これまで

活動計画書

・分類
・氏名
・住所
・団体名等

○住所の記入欄の削除

（規約別紙）

１．代表

活動支援班員

２．役員

活動支援班員

○○活動組織構成員一覧
以下３．の構成員は、○○活動組織へ参加するとともに、活動組織の代表、役員を下記１．２．のとおり定めま
す。

氏名役職名 　　　　　　　　　備考

役職名 氏名 　　　　　　　　　備考

○年○月○日

構成員名簿

・分類
・氏名
・住所
・団体名等

記入項目

住所の記入欄を削除

① 様式を簡素化します！

（例）

様式の記入作業の省力化や個人情報の取扱いの観点から、住所の記入

欄を廃止します。

様式の記入作業の省力化を図るため、活動計画については、月別の記

入欄を廃止し、各活動項目の欄に○を記入するよう変更しています。

事務負担の軽減を図ります！



4/1 3.5時間 10人 5人 15人 6 14 農地維持,農
地維持

6 鳥獣害防護柵等の
保守管理,14 ため池
の泥上げ

4/8

日付 農業者
農業者
以外

総参加
人数

支払区分 活動項目活動時間

活動実施日及び活動時間 活動参加人数

活動項目番号（左詰め）

活動内容

活動区分の記入欄を削除

開始時間の記入欄を削除日付順に自動で並び替え

活動時間の入力は選択式に

○開始時間と活動区分の記入欄の削除等

中山間直接支払との一体的な運用を図るため、従来より多面的機能支

払で使用してきた活動記録と金銭出納簿について、中山間直接支払にお

いても使用することが可能になります。

【中山間直接支払】
・活動日誌（参考様式）
（※金銭出納簿は参考様式なし）

【多面的機能支払】
・活動記録
・金銭出納簿

【共通化】
・活動記録
・金銭出納簿
（中山間直接支払は参考様式）

② 中山間直接支払との様式の共通化を図ります！

○活動記録と金銭出納簿の共通化

様式の記入作業の省力化を図るため、活動の開始時間と活動区分の記

入欄を廃止します。また、活動時間の入力を選択式にする、日付順に自

動で行を並び替える機能を追加するなど、様式の改善を行っています。

活動記録



○備考欄の記入ルールの変更

・「実施」欄に「○」を記入した場合は具体的な活動内容や研修実施

日等を記入→削除

・「実施」欄に「×」を記入した場合は要件を満たせなかった理由や

実施しなかった理由を記入

実施状況報告書

記入する必要のある場合は、黄色に表示

様式全般

○数式等の変更防止（入力制限の設定）

誤って数式等が変更されることを防ぐため、部分的にセルのロックを

設定しています。（校閲タブの「シート保護の解除」をクリックすると

編集が可能になります。）

（１）農地維持支払

地目

円/10a

円/10a

円/10a

対象農用地面積 交付単価 年当たり交付金額

田  a 3,000 円

この線より上に行を挿入してください。

畑  a 2,000 円

草地  a 250 円

合計 a 円

編集可

編集不可

様式の記入作業の省力化を図るため、活動計画書どおりに活動が行わ

れている場合、備考欄への記入が不要になります。

（例）

③ 様式の入力負担を軽減します！

改正後



※このほかにも、入力を容易にする工夫や入力ミスを防ぐための工夫を

Excelの様式に施しています。

交付単価の転記ミスや計算ミスを防ぐため、①入力された都道府県

名の情報を基に、実施要綱に示す交付単価が反映されるほか、②該当

する取組状況を選択することで、条件に応じた適切な交付単価が入力

される入力支援機能を追加しています。

○交付単価の入力支援

（２）資源向上支払（共同）  

地目

円/10a

円/10a

円/10a

a 円

 a 240 円
この線より上に行を挿入してください。

合計

1,440 円

年当たり交付金額

 a

草地

①②に該当

(単価×0.75)

該当なし

（単価×5/6）

①のみ該当

（修正なし）

②のみ該当

(単価×0.625)

※交付単価は、以下①、②への取組状況によって異なりま

す。左の表には減額する前の単価が入力されており、以下

の該当するパターンに〇を付けると自動で減額されます。

①多面的機能の増進活動に取り組む

②資源向上支払（共同）を５年以上実施、又は資源向上

支払（長寿命化）に取り組む

田  a 2,400 円

畑

対象農用地面積 交付単価

改正後

①
②

（２）資源向上支払（共同）  

地目

円/10a

円/10a

円/10a

○

対象農用地面積 交付単価

草地

①②に該当

(単価×0.75)

該当なし

（単価×5/6）

①のみ該当

（修正なし）

②のみ該当

(単価×0.625)

※交付単価は、以下①、②への取組状況によって異なりま

す。左の表には減額する前の単価が入力されており、以下

の該当するパターンに〇を付けると自動で減額されます。

①多面的機能の増進活動に取り組む

②資源向上支払（共同）を５年以上実施、又は資源向上

支払（長寿命化）に取り組む

田  a 1,800 円

畑 1,080 円

年当たり交付金額

 a

 a 180 円
この線より上に行を挿入してください。

合計 a 円

条件に応じた適切なの交付単価に自動で修正

②の取組状況の該当パターンを選択

活動計画書



お問い合わせ先 対象都道府県

北海道農政部農村振興局農村設計課
多面的機能支払係
011-231-4111（内線27-876）

北海道

東北農政局農村振興部農地整備課
022-263-1111
（内線4491/4349）

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県

関東農政局農村振興部農地整備課
048-600-0600（内線3565）

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、
山梨県、長野県、静岡県

北陸農政局農村振興部農地整備課
076-263-2161（内線356８）

新潟県、富山県、石川県、福井県

東海農政局農村振興部農地整備課
052-201-7271（内線2658）

岐阜県、愛知県、三重県

近畿農政局農村振興部農地整備課
075-451-9161（内線2567）

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県

中国四国農政局農村振興部農地整備課
086-224-4511（内線2671）

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県

九州農政局農村振興部農地整備課
096-211-9111（内線4779）

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県

沖縄総合事務局農林水産部農村振興課
098-866-0031（内線83334）

沖縄県

お問い合わせ先

本パンフレットや多面的機能支払交付金に関するお問い合わせは、最寄りの地方
農政局等にご相談ください。

農林水産省 農村振興局 整備部 農地資源課 多面的機能支払推進室
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1  

（電話）03-3502-8111（内線5618）


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8

